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[概要]              
  平成２８年１１月４日（金）、山梨県食肉衛生検査所が１０月分の牛のＢＳＥ検査
実施状況を確認したところ、検査を実施せずにと畜場から出荷された牛が１頭存在す

ることが判明したことから、当該牛肉を回収し、焼却処分しました。 

このような事案が発生した原因を調査し、再発防止対策を図りました。 

 

１ ＢＳＥ検査を実施していない牛肉の回収 

と畜場外へ搬出された枝肉は、販売先で挽肉として冷凍保管されていたことか

ら、１１月８日（火）に販売元である(株)山梨食肉流通センターが回収（買い戻

し）し、９日（水）に焼却処分しました。 

 

２ ＢＳＥ検査未実施の牛肉が出荷された原因 

（１）検査対象牛を対象外と誤認 

今回、検査対象であった牛に検査対象外用タグを装着したことにより、ＢＳ

Ｅ検査を実施していませんでした。 

と畜場に搬入された牛は、記録簿に個体識別番号や月齢を記入しますが、そ

の際、記入内容に誤りがないよう２人体制で作業を行っています。 

その後、記録簿の検査対象牛の欄に検査対象と容易に識別できるよう赤い丸

印をつけていますが、当日この印をつける作業で対象牛を対象外と誤認し、赤

い丸印を付けなかったことから、誤った色（検査対象外用）のタグを装着して

しまいました。 

この作業は、担当者１名で行っていたため、誤ったことの発見ができません

でした。 

  

（２）未検査の牛をＢＳＥ検査陰性として結果を通知 

当日と畜した牛の情報は、と畜検査結果入力システムに電子入力し、入力し

たデータを活用して検査結果通知書を作成しています。 
システムには、通知書の内容に漏れがないよう４８ヵ月齢を超える検査対象

牛が自動抽出できるよう設定しており、ＢＳＥ検査で陽性の牛がなかったこと

を確認した後、通知書を(株)山梨食肉流通センターに送付しています。 
１０月１９日に受付した牛の月齢は、システムに正しく入力していたことか

ら、検査未実施の牛の番号も通知書に印字されましたが、実際に検査を行った

牛の番号と通知書に印字された牛の番号を照合確認していなかったため、誤っ

たことの発見ができませんでした。 
 

 

 

 



 

３ 再発防止対策 

   原因確認後、ＢＳＥ検査対象牛の誤認及びＢＳＥ検査結果の誤った通知を行わ

ないよう複数名でチェックする体制を整えました。加えて、再びこのような事案

が起こらないよう全工程を点検し、改善を図りました。今後、検査マニュアルを

見直し、再発防止を徹底して参ります。 

 

 ４ 損害賠償 

   対象牛の販売元である(株)山梨食肉流通センターに生じた損害については、県

において賠償する必要があると考えています。損害賠償額については、現在、精

査中です。 

 

 ５ 職員の処分 

   損害賠償額が確定したところで、過去の事例や他県の事例を参考に、職員の処

分を検討します。 

 

 

 

 

  

（問合せ先） 
福祉保健部衛生薬務課食品衛生・動物愛護担当 
  電話０５５－２２３－１４８９（内線３４５７） 
福祉保健部福祉保健総務課 
 電話０５５－２２３－１４４１（内線３０５１） 



（参考）と畜から一次販売先までの流れ 
 

＜(株)山梨食肉流通センター＞          ＜食肉衛生検査所＞  

 

 

受 付－受付表の作成     

 搬 入  

        

   

    【生体検査】                      

     

   

 

 

とさつ解体 

   

 【解体検査】 

        

       

                          【ＢＳＥ検査】 

  枝肉・内臓   頭                    

          

                                      

 

 

 

  冷蔵保管   

  

   【結果通知】   【ＢＳＥ検査結果通知書の作成】 

      

  

    

  

【検 印】 

せ り 

 

            

  出 荷 

    

    

 ＜一次販売先＞ 

 食肉加工・保存 

・牛の耳標について

いる個体識別番号

を記録 

受付番号を、解体後の牛の頭に

装着するタグに書き写す 
※ＢＳＥ検査対象と対象外はタ

グの色で識別している 
頭にタグを装着 

【検体採材】 
ＢＳＥ対象の色つきタ

グのついた頭から検体

（延髄）を採材 

・対象牛を対象外と誤認 

・実施した検査は全て陰性と伝達 

・検査日報と通知書に記載されている

牛受付番号は照合していない 

※通知書は、当日の受付した牛の情報

を電子入力したデータから、検査対象

牛を自動抽出して作成される 

・受付表の番号確認 牛の個体識別情報検索ホームペー

ジで、月齢を確認し、生体検査記

録簿の受付番号にＢＳＥ検査対象

牛は、赤丸印をつけて識別 

検査日報の作成 


